
　

高
額
療
養
費
は
、
１
カ
月
に
支

払
っ
た
医
療
費
が
上
限
額
を
超
え

高
額
と
な
っ
た
場
合
に
、
上
限
額
を

超
え
た
額
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

　

８
月
か
ら
、
70
歳
以
上
の
「
現

役
並
み
」「
一
般
」の
適
用
区
分
の

上
限
額
が
次
の
通
り
変
わ
り
ま

す
。「
現
役
並
み
」の
区
分
は
、
限

度
額
適
用
認
定
証
を
申
請
し
、
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課
医
療
保
険
係

☎
９
８
５
―
４
１
０
７

愛
媛
県
後
期
高
齢
者
広
域
連
合

☎
９
１
１
―
７
７
３
３

保
険
証
・
限
度
額
適
用

認
定
証
の
更
新

70 
歳
以
上
の
高
額
療
養
費

上
限
額
が
変
わ
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
保
険
証
、
限
度
額
適
用

認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。

【
保
険
証︵
申
請
不
要
︶】

　

新
し
い
保
険
証（
肌

色
）は
、
７
月
下
旬
に

簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま

す
。
届
い
た
ら
、
記
載

事
項
に
間
違
い
が
な
い

か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

７
月
末
に
な
っ
て
も
届
か
な
い
場
合

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
限
度
額
適
用
認
定
証
等︵
申
請
必
要
︶】

　

引
き
続
き
適
用
を
希
望
す
る
場
合
は
、

保
険
課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

新
た
に
申
請
す
る
場
合
も
同
様
で
す
。

▼
認
定
証
の
種
類

・
限
度
額
適
用
認
定
証

・
食
事
療
養
費
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

・
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

▼
対
象
者　

松
前
町
の
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
、
国
保
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

▼
持
参
物　

新
し
い
保
険
証
、認
め
印 （
朱

肉
を
使
う
も
の
）、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認

で
き
る
も
の
、
窓
口
に
来
る
人
の
身
分
証 

（
免
許
証
な
ど
）

問
保
険
課
医
療
保
険
係☎

９
８
５
―
４
１
０
７

国保

後期

国保
・適用区分

外来＋入院
（世帯ごと）外来

（個人ごと）

改
正
後
︵
８
月
以
降
︶

現
役
並
み

課税所得
690 万以上の人 252,600円＋ （医療費－ 842,000円）×1％

課税所得
380 万以上の人 167,400円＋ （医療費－ 558,000円）×1％

課税所得
145 万以上の人 80,100 円＋（医療費－  267,000 円）×1％

一
般

課税所得
145 万未満の人など

18,000 円
（年間上限
144,000 円）

57,600 円

改
正
前
︵
７
月
ま
で
︶

現
役
並
み

課税所得
145 万以上の人 57,600 円    80,100 円＋（医療費－

   267,000 円）×1％

一
般

課税所得
145 万未満の人など

14,000 円
（年間上限
144,000 円）

57,600 円

保険証などの更新と
保険税（料）の軽減制度

国民健康保険（国保）

後期高齢者医療保険（後期）・介護保険（介護）
次に紹介する保険税（料）の軽減制
度のほか、国保、後期とも病院受診
時の一部負担金の減免制度もあり
ます（災害や農作物の不良、事業な
どの休廃止で収入が著しく減少し
た場合など）。減免制度については
保険課医療保険係（☎ 985-4107）
に相談してください。

国保
均等割・平等割の
軽減対象の拡大

　国保税の均等割・平等割は、世帯の所得に応じ
7 割・5 割・2 割の軽減があります。平成 30 年度
から地方税法の改正で、5 割・2 割軽減判定基準
が次の通り変更となり、軽減対象世帯が拡大され
ます。

問税務課町民税係　☎ 985-4110

国保
非自発的失業者への
国保税の軽減

　倒産・解雇など自ら望まず離職した非自発的失業者の国
保税を、申請により一定期間軽減します。

▼対象者　失業時点で 65 歳未満の人で、倒産・ 解雇など
　による離職（①特定受給資格者）か雇い止めなどによる
　離職（②特定理由離職者）で雇用保険受給資格者証の第
　１面「離職理由」欄のコードが次の人

　①特定受給　　　　　　　②特定理由
　　資格者　　　　　　  　       離職者

▼軽減内容　対象者の前年の給与所得を 100 分の 30 とし
　て国保税を算定（給与以外の所得は対象外）

▼ 軽減期間　失業日が ▽平成 29 年 3 月 31日～ 30 年 3 月
　30 日→ 31 年 3 月まで ▽ 30 年 3 月 31 日～ 31 年 3 月 30
　日→ 32 年 3 月まで

▼申請方法 雇用保険受給資格者証、認め印 （朱肉を使うもの）
　を持参し、税務課町民税係か保険課医療保険係にお越
　しください。
問税務課町民税係　☎ 985-4110

11、12、21、
22、31、32

23、33、
34

軽減
割合 改正後 改正前

５ 割
軽 減

基礎控除額（33 万円）
＋27万5千円× （被
保険者数＋特定同一
世帯所属者数）以下

基礎控除額（33 万円）
＋27 万円×（被保険
者数＋特定同一世帯
所属者数）以下

２ 割
軽 減

基礎控除額（33 万円）
＋50万円×（被保
険者数＋特定同一世
帯所属者数）以下

基礎控除額（33 万円）
＋ 49万円×（被保険
者数＋特定同一世帯
所属者数）以下

※  特定同一世帯所属者…国保から後期の制度に移行
　した人

NNNewsewsewsews

平
成
30 
年
度
の
国
保
税

国保
　

30
年
度
の
国
保
税
の
所
得
割
額
・
均

等
割
額
・
平
等
割
額
が
改
定
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
地
方
税
法
の
改
正
で
課
税

限
度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
改

◦ 30 年度国保税 （年額）   「所得割額＋均等割額＋平等割額」

※所得割額は「基礎控除（33 万円）後の総所得金額」×所得割率で算定

所得割率 均等割額 平等割額 限度額

改正後 7.4％ 20,000 円 19,200 円 58 万円

改正前 8.1％ 21,800 円 20,800 円 54 万円

定
後
の
国
保
税
は
、
次
の
通
り
で
す
。

問
税
務
課
町
民
税
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
０

医
療
給
付
費
分

介
護
納
付
金
分

後
期
高
齢
者

支
援
金
等
分

所得割率 均等割額 平等割額 限度額

改正後 2.8％ 8,200 円 7,200 円 19 万円

改正前 3.5％ 10,200 円 9,200 円 19 万円

所得割率 均等割額 平等割額 限度額

改正後 2.7％ 7,600 円 4,800 円 16 万円

改正前 3.3％ 9,600 円 5,400 円 16 万円
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後期後期
保険証・限度額適用
認定証の更新

平成 30 年度の保険料と
軽減の制度

　現在お持ちの保険証、限度額適用認定証の有効
期限は 7 月 31日です。

【保険証（申請不要）】
　 新 し い 保 険 証（ ピ ン ク
色）は、７月下旬に簡易書
留で郵送します。負担割
合（1 割か 3 割）は平成 29 年中の所得と収入で決
まります。保険証で確認してください。　
　７月末になっても届かない場合はお問い合わせ
ください。

【限度額適用認定証（申請不要）】
　すでに認定証を持っている人で、保険料の滞納
がなく 30 年度の住民税が非課税の人は、保険証と
一緒に認定証を同封します。
　新たに必要な人はお問い合わせください。

問保険課医療保険係　☎ 985-4107

　30 年度の保険料額決定通知書を 7 月中旬に郵送します。軽
減制度など詳しくは、保険証に同封する案内をご覧ください。

▼均等割額の軽減　世帯（世帯主と被保険者）の所得に応じ、
　均等割額の 9 割、8.5 割、5 割、2 割が軽減されます。

▼被用者保険の扶養者だった人の軽減　後期加入の前日に、
　会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人
　（国保、国保組合の人は除く）は、所得割の負担はなく、
　均等割額が 5 割軽減（29 年度は 7 割）されます。世帯の
　所得が低い人は 9 割、8.5 割軽減が受けられます。

▼ 所得割額軽減の廃止　30 年度から所得割の軽減が廃止
　（29 年度は 2 割軽減）されます。

問保険課保険料係　☎ 985-4227

＝ ＋均等割額
所得割額

46,374 円

（総所得金額など－基礎
控除【33 万円】）× 8.78％

（所得割率）

保険料
（年額）

10 円未満切り捨て
限度額 62 万円

平
成
30 
年
度
か
ら
32 
年
度

ま
で
の
保
険
料

　

30
年
度
の
保
険
料
額
決
定
通
知

書
を
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
は
、
３
年
ご
と
に
見
直

し
が
行
わ
れ
て
お
り
、
32
年
度
ま
で

介護

負
担
割
合
証
・
負
担
限
度
額

認
定
証
の
更
新

　

現
在
お
持
ち
の
負
担
割
合
証
、
負

担
限
度
額
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７

月
31
日
で
す
。

【
負
担
割
合
証
】　   

　

平
成
30
年
８
月

１
日
現
在
で
「
要

介
護
」「
要
支
援
」

「
事
業
対
象
者
」の
認
定
を
受
け
て
い

る
利
用
者
に
は
、
７
月
中
に
新
し
い

負
担
割
合
証（
水
色
）を
送
付
し
ま

す
。
負
担
割
合（
１
割
か
ら
３
割
ま

で
）は
29
年
中
の
所
得
に
応
じ
て
決

ま
り
ま
す
。

　

負
担
割
合
証
は
、
介
護
保
険
被
保

険
者
証（
オ
レ
ン
ジ
色
）と
一
緒
に
保
管

し
て
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き

に
、
事
業
所
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
適
用
期
間　

８
月
１
日
～
翌
年
の

７
月
31
日
ま
で

※
世
帯
構
成
の
変
更
や
所
得
の
更
正

が
あ
っ
た
場
合
は
、
右
記
適
用
期
間

中
で
も
負
担
割
合
が
変
更
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

【
負
担
限
度
額
認
定
証
】

　

低
所
得
の
利
用

者
の
負
担
を
軽
減

す
る
た
め
、
介
護

介護

介護 介護

　町が認めた低所得の利用者に対し、社会福祉法人が提
供する介護サービスの利用料を軽減します。詳しくは、
お問い合わせください。

▼ 対象者　生活保護受給者か次の全てを満たす人
①町民税非課税世帯
②年間収入が単身世帯で 150 万円 （世帯員一人ごとに 50
　万円加算） 以下
③預貯金などの額が単身世帯で 350 万円 （世帯員一人ごと
　に 100 万円加算） 以下
④資産がない （日常生活のために必要なものは除く）
⑤負担能力のある親族などに扶養されていない
⑥介護保険料を滞納していない

▼ 対象サービス　訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、
　特別養護老人ホームなど （一部を除き介護予防と地域密   
　着型サービスを含む）

問保険課介護保険係　☎ 985-4115

　第７次介護保険事業計画に基づき、次のサービ
ス施設の開設を予定しています。事業実施を希望
する事業者は、町ホームページに掲載する募集要
項を確認のうえ、必要書類を提出してください。
　書類審査、事業者によるプレゼンテーションな
どにより、事業者を選定します。

▼サービスの種類　地域密着型特定施設入居者生
　活介護

▼ 事業規模　定員 29 人以下

▼ 募集期間　8 月 1 日㊌～ 9 月 28 日㊎

▼応募方法　保険課窓口に直接提出
※今後、広域型特別養護老人ホーム 1 事業者 30 床
　の公募も行う予定です。詳細が決まり次第、広
　報や町ホームページでお知らせします。

▼応募先・問い合わせ
　保険課介護保険係　☎ 985-4115

地域密着型サービス
事業所開設者募集

社会福祉法人による
介護サービスの利用料軽減

の
保
険
料
は
左
の
表
の
通
り
で
す
。

問
保
険
課
保
険
料
係

☎
９
８
５
―
４
２
２
７

所得段階 対象者 保険料年額

第 1 段階

△
老齢年金受給者で世帯全員が住民税非課税 　

△

生活保護受給者 △

世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額が 80 万円以下 28,620 円

第 2 段階 世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合
計が 120 万円以下 41,340 円

第 3 段階 世帯全員が住民税非課税で、第 2 所得段階に該当しない 47,700 円

第 4 段階 世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、
課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下 52,780 円

第 5 段階 世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、
第 4 所得段階に該当しない 63,600 円

第 6 段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円未満 76,320 円

第 7 段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 200 万円未満 79,500 円

第 8 段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 300 万円未満 95,400 円

第 9 段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 500 万円未満 108,120 円

第 10 段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 500 万円以上 124,020 円

▼ 課税年金収入…非課税年金（障がい年金や遺族年金）を除く公的年金などの収入

▼合計所得金額…実際の収入から必要経費などを差し引いた額の合計金額

保
険
施
設
に
入
所
・
短
期
入
所
し

た
場
合
の
食
費
や
居
住（
滞
在
）費

は
、
所
得
な
ど
に
応
じ
て
限
度
額

を
定
め
、
認
定
証
を
発
行
し
て
い

ま
す
。

▼
既
に
認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人

　

入
所
施
設
と
担
当
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
に
更
新
案
内
を
送
っ
て
い

ま
す
。
引
き
続
き
認
定
証
が
必
要

な
人
は
、
期
限
内
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
新
た
に
認
定
証
の
交
付
を
受
け

た
い
人

　

対
象
者
は
①
②
を
満
た
す
人
で
す
。

①
世
帯
全
員
が
町
民
税
非
課
税
で
あ

る
人（
世
帯
分
離
の
配
偶
者
を
含
む
）

②
利
用
者
と
そ
の
配
偶
者
の
負
債

額
を
控
除
し
た
資
産（
現
金
・
預
貯

金
、
運
用
投
資
信
託
、
有
価
証
券

な
ど
）の
合
計
が
２
千
万
円（
配
偶

者
の
な
い
場
合
は
１
千
万
円
）以
下

で
あ
る
人

　

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
窓
口
に
あ

る
申
請
書
と
、
利
用
者
本
人
・
配

偶
者 （
該
当
者
だ
け
）名
義
の
預
金

通
帳
の
写
し
を
持
参
し
、
左
記
窓

口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課
介
護
保
険
係

　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
５
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